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水産政策審議会

会 長 山下 東子 殿

農林水産大臣 鹿野 道彦

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本

計画の検討等について（諮問第２１０号）

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）第３条第７項の

規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画（平成２３年１１月２５

日公表。以下「基本計画」という。）に、別紙の変更にかかる検討を加えたいので、同

条第８項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。

また、審議の結果、別紙のとおり基本計画を変更する必要がある旨の意見が得られた

場合には、同条第７項の規定に基づき、基本計画を変更することとしたいので、同条第

９項において準用する同条第４項の規定に基づき、併せて貴審議会の意見を求める。
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